
 1

平成２３年３月城南衛生管理組合総務常任委員会 

 

開催日時    平成２３年３月２４日（木）午前１０時 

開催場所    城南衛生管理組合本庁管理棟２階大会議室 

出席委員（１１人） 

委 員 長   原田 周一 

副 委 員 長   菱田 明儀 

委   員   田辺 勇気 

委   員   岡田 久雄 

委   員   大西 文 

委   員   園崎 弘道 

委   員   樋口 房次 

委   員   河上 悦章 

委   員   西川 博司 

委   員   藤田  稔 

委   員   向野 憲一 

議   長   高橋 尚男（オブザーバー） 

説明のため出席した者 

専任副管理者  吉村  弘 

事 業 部 長   稲石 義一 

施 設 部 長   浅田 清晴 

総 務 課 長   清水 孝一 

財 政 課 長   杉崎 雅俊 

施 設 課 長   川島 修啓 

広報情報課長  長村  優 

広報情報課参与 芦原  昇 

事務局         

局   長   宇野 敏彦 

会議次第 

１ 議 題 

 １） 城南衛生管理組合職員の給与に関する条例の一部改正について 

    （組合休暇の付与及び級別職務分類表一部改正） 

２） ＩＳＯ１４００１適合自主宣言現況報告について 

 ２ 協議事項 

   閉会中継続調査の申し出について 

３ その他 
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午前９時５８分 開会 

 

○原田周一委員長 皆さん、おはようございます。定刻より少し早いのですが、始

めさせて頂きます。 

その前に、東北関東で発生しました、国内観測至上最大となる巨大地震は、本

日で２週間を経過しましたが、日を追うごとに多くの命が奪われ、家屋が倒壊し、

避難されている方や、行くえ、が分からない方の報道が未だなされております。

被災されました皆様方に、心からお見舞い申し上げますとともに、犠牲となられ

ました方々に謹んでお悔やみを申し上げ、ご冥福をお祈り申し上げます。 

本日は、総務常任委員会を招集いたしましたところ、議長並びに委員各位にお

かれましては、何かとご多忙の折りにもかかわりませず、ご参集をいただきまし

て、厚くお礼申し上げます。 

それでは、ただ今から総務常任委員会を開会いたします。始めに、理事者から

のご挨拶がございますので、お受けしたいと思います。 吉村専任副管理者 

 

○吉村 弘専任副管理者 おはようございます。本日、大変ご苦労様でございます。

今、委員長さんの方からお話がございましたとおり東日本の大震災でございます。

重複は避けますけれども、我々の方で何か出来ることはないかなとこういうこと

でございますが、先日我々、環境省から全国都市清掃会議という社団法人がござ

いますが、そこを通じまして、バキュームカーの派遣だとかそんなことを云って

参りました。後、パッカー車だとか、簡易トイレとか、いろいろあるのですけれ

ども、我々が出来るところはバキュームカーかなというふうに思っております。

我々の方は民間委託でやっておりますので、業者の方へ我々の管内のし尿収集に

支障のない範囲で、なお且つ東北或は関東の方へ車両を出すことが出来ないかな

ということでございました。今日ご報告をちょっと申し上げたいのですが、何社

かで協力が出来るということでございました。約７台ほど業者さんから云ってき

ておりますので、これよく精査を致しまして、出せばいいというものではありま

せんので、又、向こうの方でかえっていわゆる混乱をするというようなこともニ

ュースでございますので、よくその辺は調整をしながら進めて参りたいとこのよ

うに考えておるところでございます。又、その他は私ども、衣服工房をやってお

りますので、衣服で何か送れないかなということも一つ考えられます。これは管

内の方がリサイクルで出して頂いた物でございますので、よくその辺もいろいろ

と検討しなきゃいかんのですけれども、その辺のところは一つ検討できるかなと

いうふうに思っております。それから後、ここ２階に入って来て頂いて、お目に

留まったかと思いますけれども、義援金を我々の方で募っております。そんなこ

とでございまして、我々で出来ることで何かあればということで、更に今後とも
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精査をして参りたいと、かように存じておるところでございますので、よろしく

御理解をお願い申し上げたいと思います。それでは早速でございますけれども、

再開日に追加で提案をさせて頂きます、議案第６号城南衛生管理組合職員の給与

に関する条例の一部を改正する条例を制定するについての議題につきまして、そ

の内容を説明をさせて頂きたいと、かように存じております。又、もう一つその

案でございますけれども、昨年来ずっと職員団体と交渉をしておりまして、お手

元にお配りをしております資料のとおり、無給の組合休暇の付与、又、級別の職

務分類表の整理につきまして、お手元資料のとおりでございますが、先般、職員

組合と合意に至っておりますので、その一部改正案をご報告致すものでございま

す。後１件は、平成２２年度から自分達の力でＩＳＯの自主宣言をやっていこう

ということでございまして、一層の活動の推進を発展させるということで、適合

自主宣言を行いまして、先般２月の１５，１６の両日でございましたけれども、

宣言後初めての外部審査を受けまして、適合証明を頂戴したところでございます。

これもコピーでお渡しをしておると思いますけれども、そのようなことでござい

まして、ＩＳＯ１４００１の適合自主宣言の現況につきまして、担当の参与から

説明を申し上げたいとかように思っておりますので、よろしくお願いを申し上げ

まして開会にあたりましてのご挨拶と致します。以上でございます。本日は大変

ご苦労様でございます。ありがとうございます。 

 

○原田周一委員長 ありがとうございます。それでは本日の議題に入りたいと思います。

本日の議題は、只今、吉村専任副管理者からもありましたように、報告事項としては

２点ございます。それでは、一点目の城南衛生管理組合職員の給与に関する条例の一

部改正について、報告をお願い致します。 稲石事業部長 

 

○稲石義一事業部長 ただいま議題となりました、城南衛生管理組合職員の給与に関す

る条例の一部改正につきまして、お手元の総務委員会資料に基きまして、ご説明を申

し上げます。２ページ目をご覧頂きたいと存じます。職員団体活動のための休暇体系

でございますが、地方公務員法の第５５条の２第６項には職員団体については、例外

的に条例で定める場合を除きまして、給与を受けながらそのために業務を行い、又は

活動を行ってはならないと、こういう規定がされております。したがって、組合活動

は基本的に無給であることが原則となっております。右側の有給の組合活動でござい

ますが、組合活動の無給原則の例外的なケースでございまして、本組合の職員団体の

ための職員の行為の制限の特例に関する条例いわゆる、ながら条例で規定を致してお

りますため、給与を受けながら、地方公務員法に規定する職員団体との適法な交渉及

びこれに係る予備交渉などは、勤務時間中においても行うことができるものでござい

ます。一方、左側の無給の組合活動でございますが、先に申し上げましたとおり、組
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合活動の無給原則に則りまして、地方公務員法第５５条の２に基づきます登録職員団

体の業務に相当長期間従事する在籍専従制度のほか、最下段の注２に記載のとおり、

昭和４３年１０月１５日、自治省行政局長通知に基づきます指導により創設をされま

した組合休暇の制度がございます。これは、在籍専従職員以外の職員が勤務時間中に

条例の定めるところに従いまして職務専念義務の免除を得て組合活動に一時的に従事

する制度でございまして、平成２１年９月現在では、全国の約７割の市区町村におき

まして制度が設けられており、近隣では、京都府・宇治市・八幡市・京田辺市におき

まして制度化がなされております。３ページには具体的な運用について記載致してお

りますのでご覧頂きたく存じます。休暇を与えることが出来る場合とは、登録された

職員団体の規約に定める次にお示しします機関及び登録されました職員団体の加入す

る上部団体の同様の機関に相当する機関の業務に従事する場合に限定して運用するこ

ととされております。その機関の種類でございますが、一つには、意思決定機関例え

ば、大会とか中央委員会の構成員として参加する場合。二つには、執行権限を有する

機関例えば、中央執行委員会の構成員として参加する場合。三つには、監査機関例え

ば、会計監査などでございますが、これの権限を行使する場合のほか、投票管理機関

及び特定の事項について調査研究を行う機関等の構成員として参加する場合などとさ

れております。続きまして、中段の事務手続きでございますが、まず、職員団体から

組合休暇に関する月単位の日程表と参加構成員の所属・氏名等の申請書類が提出がさ

れます。これについて当局は、先の運用基準に基きまして承認行為を行うものでござ

います。次に、個々の職員は所属長に組合休暇の申請書を提出し、所属長は決裁を行

います。最後に、職員団体が組合休暇の取得実績を当局に報告し、当局はこれに基づ

き該当職員の賃金カットを行います。こういうような事務フローを予定を致しており

ます。また、組合休暇の取得単位でございますが、1 日および時間とし、職員 1 人当

たり、１年度につき３０日を限度として与えることと致しております。 

次に、２つ目の改正点でございますが、級別職務分類表でございまして、本給与条

例第３条第３項には、職員の職務は、その複雑、困難、及び責任の度に基づきこれを

給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職

務の内容は別表第２のとおりとする。と定めております。その別表２の職務分類表で

ございますが、資料の１ページ最初のページでございますが、誠に文字が小さくて申

し訳ございませんが、１ページの下段の右の方に現行の制度を記しております。この

規定には困難な業務を処理する何々の職務とかこれに相当する職務など職務内容とし

て曖昧な表現がございます。今般、これら曖昧な表現を削除致しまして、職務分類制

度の厳正化を図るため所要の改正を行うものでございます。資料の４ページをご覧頂

きたく存じます。一番最後のページでございますが、この一覧表は、部長から課長補

佐までの職務級別・管理職手当及び役職加算率の改正経過を記載致したものでござい

ます。左側の平成１８年３月３１日までは、部長は９級でございまして、管理職手当



 5

は１３％、役職手当は１５％でございました。次長級では、職務級は８級となってご

ざいますが、次長職に５年在職致しますと９級に昇格するというこういうものでござ

います。また、主幹級では５年在職致しますと７級から８級に昇格するというもので

ございまして、課長補佐級も同様の扱いでございます。これが、困難な業務を処理す

る次長、主幹、課長補佐の職務、また、これに相当する職務の適用事例でございます。

因みに、平成１８年３月３１日時点の適用者でございますが、次長級で９級適用者は

４名、主幹級はゼロでございまして、課長補佐級で７級適用者は 1 名でございました。

次に、真ん中の平成１８年４月１日の改正、いわゆる給与構造改革時の制度改正でご

ざいますが、これまでの職務分類制度をより厳格に適用すべく、先に説明を致しまし

た、既に改正前の条例適用を受ける５名これを除きまして、新たな昇格による困難な

業務を処理する何々の職務及びこれに相当する職務につきましては撤廃したところで

ございます。なお、改正前の条例適用者につきましては、１８年の頭では３人、１９

年度では１人、２０年度でゼロとなってございます。また、右側の欄、直近の改正では、

会計管理者の設置及び管理職手当を定率制から定額制に改めたものでございまして、

先の曖昧な適用に関する改正はございませんでした。このように職務分類制度につき

ましては、既に平成１８年度から厳格な運用を行っておりますため、条例の規定上も

実態に合致した内容に整備すべく所要の改正を行うものでございます。 

以上宜しくお願いを申し上げます。 

 

○原田周一委員長 報告が終わりました。質問等があればお聞きしたいと思います。

ございませんか。 

（「なし」という者あり。） 

○原田周一委員長 ご質問がないようですので、次に、二点目のＩＳＯ１４００１

適合自主宣言現況報告について、報告をお願いします。 

芦原広報情報課参与 

 

○芦原 昇広報情報課参与 昨年の７月２０日にセレモニーを行いまして、自主宣

言に突入しました。丁度１年過ぎましたので、どういう状況になっているかとい

うことで、この場をお借りしまして報告をさせていただきます。先ず１ページ目

ですけれども、ここには環境管理推進体制というのを書かせて頂いています。こ

れは、ＩＳＯに係るどういう形の業務、誰がどういう責任を持って、どういうこ

とをしているかという体制なのですけれども、先ず、ＩＳＯも組織図を作成して

動いています。管理者、専任副管理者、そして環境管理責任者、更には両部長、

その後に環境運用管理者、これは所属長です。それから環境運用管理者から指名

を受けた環境推進員、これも、それぞれの所属に配置をしている。環境管理責任

者が両部長の上にあるということで、ちょっと奇異にお感じになるかも知れませ
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んけれども、ＩＳＯの業務に関しましては、要求事項の中で、いかなる役職にも

拘らずＩＳＯ業務については、専任の次に責任をもってやってくださいというこ

とがありますので、そこに書かせて頂いています。それからそれを補完する会議

としまして、環境管理会議というのを設けております。うちの場合ですね専任副

管理者、それから両部長、私、事務局、年４回以上、臨時的なことはあるのです

けれども、基本的には年４回以上重要な案件を審議します。どういうものを審議

しているかと云いますと、環境方針なんかを、１回作ったらそのままにしてると

ころがあるのですね、うちの場合はかなりこまめに改正しています。それからマ

ニュアルというのがありまして、これは城南衛管のＩＳＯの条例です。それを毎

年改正していきます。もう一つは、マネージメントレビューといいまして、１年

間やってきたことを、専任に報告して、更に来年度アクションを起こしていこう

と、非常に重要な案件があるのですけれど、このレビューなんかもここで審議を

させて頂く。もう一方左側に内部監査体制というのがあります。自主宣言に入っ

たときに、やはり外の審査機関に任せずに自分達でやるということですから、こ

の内部監査委員がしっかりしていないと出来ないということで、今、現在２３名、

１名は毎年その中の責任者を設けまして、後、２２名。これから考えているエコ

事業所は５所属あるのですけれども、折居清掃工場他５所属、１所属２名合計１

０名を含んでいます。これから回していこうという体制作りをさせて頂いている。

更に一番下のところに書かせて頂いていますけれども、城南衛生管理組合のエコ

事業所活動ということで、５工場あります。これは平成２４年の４月から自主宣

言に入っていこうと、ただやはりタイムラグがありますので、中々こちらのＩＳ

Ｏサイトで今までやっていたようなことと大分違いますので、一気に同じように

は行かないと思いますけれども、出来るだけこちらの活動に追い着くような方向

に考えていきたいなということで、今、準備をしております。月１回、エコ事業

所連絡会議をして、いろいろ勉強会をしたり、それからそれぞれの所属に入りま

して、いろんな指摘をしたりしながら２４年に自主宣言に入れるように考えてお

ります。２ページ目と３ページ目ですけれども、これは認証取得をしてから今ま

での歩みを書かせて頂いています。ちょっと、抜粋をして紹介をさせて頂きます。

先ず、平成１１年１１月ですね、これは吉村専任が来られて、ＩＳＯをやろうや

ないかということで、そこに書かせて頂いていますけれども、１２項目の具体的

な実践活動。例えば電気を消しましょうとか、無駄な水を使わないようにしまし

ょうとか、それがベースになりまして、これだったらＩＳＯ活動やろやないかと

いうことで、平成１２年１０月議会に、管理者がキックオフ「うちは、やります」

ということで、キックオフをやらせて頂きました。この時にサイトは、沢サイト

を中心にやっていこうということで、１８名のプロジェクトを組みまして、やら

せて頂きました。一番最初は、僕も入っていたのですけれど、ここに書いていま
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す環境側面、これは城南衛管の組織の中で環境に影響を与えているもの、これを

良いものも悪いものも抽出しなさい、大変なのです。４，０００抽出したのです。

これは非常に苦労を伴いました。本当に今でも一緒にやった人を思い出すのです

けど、大変な作業でした。そういうことを経験しながら、コンサルも頼もうとい

うことで、そこに書かせてもらっていますけれども、国連地球サミット賞を受賞

されました、オイスカさんに、２名来て頂きまして、こちらの方で日々ＩＳＯの

勉強をくり返しながら勉強をしたと。で、平成１３年の７月１９日、本審査に合

格しました。城南衛管はＵＫＡＳ＝イギリスと、ＪＡＢ＝日本、２つの認証をし

ましたので、イギリスなんか旅行に行くことありませんけれども、イギリスにも

私たちの組織が認められたというような状況です。それからその後は、毎年２年

間、維持審査、３年目に更新審査ということで、１６年度までに１回目の更新審

査に向けまして、いろんなことをやりました。思い出すのは、専任の方から、例

えばうちは、環境方針というのを作っているのですけれども、それを子供向けに

できないかという指示がありまして、これ大変なのです。小学校４年生向けに、

分かり易い言葉にということで、本当に大変でした。正直、大変だと思っていた

のですけれども、第１回目の審査員にこのことは、褒められました。よく見たは

るなと思ったのですけれども、お陰で、結構報われたのですけれども、子供環境

方針は今も作って子供達に配布しています。当然子供達に分かり易い言葉に変え

る。小学校４年生ぐらいに分かるようにということで子供環境方針を作らさせて

もらいました。それから平成１５年には、エコ事業所活動も不可欠ということで、

ＩＳＯを取ってない所についても、いろいろ考えていかなあかんということで、

今の此処のサイトと同じようには行かないけれども、そういう仕組みを作ろうと

いうことで、平成１５年からエコ事業所活動の取り組みをさせて頂いています。

それからこの年の６月にサマーエコスタイル、夏場の軽装を奨励していこうとい

うことを開始しています。平成１６年度に更新審査１回目の合格を頂きました。

それから３年間というのは、やはりいろんなこと、先ず沢第２清掃工場、前倒し

で閉鎖しよやないかということがありまして、９月に閉鎖をしました。それから、

できるだけ地域住民を巻き込んだ活動。それともう一つ、専任から言われたのは、

ＩＳＯてね、減らせ、減らせとかいうことで、いい加減、いやになるやんけと、

有益なものをドンドンドンドンと、良いこと、いろんなことをやっていることを、

それをもっと取り出していく、そういう方向も考えていったらどうかということ

で、有益な環境側面というのを組織の中で抽出をさせて頂きました。丁度この年

の８月に、僕、専門の研修を受けに行ったのですよ、その時に、専任から頑張っ

てこいと、優しく言うてくれはったのやけど、恐らくその時に、もう自主宣言の

ことがあったのじゃないかと、今から思ったらそう思えます。１９年度に第２回

目の更新を済ませました。それ以降ですね、２２年度が３回目の更新ですけれど、
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そこは更新を止めようということで、２１年度から準備をしておりました。２２

年の更新審査は止めて、自主宣言に移行しようと。自主宣言といいましても、や

はり外の審査に頼らずに自分達でやるということですから、非常にリスクを伴い

ますので、心配でした。僕自身は自主宣言に移行できる条件として、４つぐらい

考えています。一つは、トップダウンが効く組織。これはトップがそのことに対

して、きちんと機能しているかです。うちは、効いているし、時には環境方針な

んか、一緒に考えてくれはったこともありました。これはもう行けるだろうと、

これが一つです。それからもう一つは、内部監査員。内部監査員として、監査を

自分達でやるそういう監査員を含めて研修体制ができているか。かなりやってい

る自信があります。もう一つは、行政としては当然ですが、コンプライアンス、

法を守っていこうという倫理観があるかどうか。それともう一つ、専門家がいる

かどうかです。ということで、この４つをクリアーしたらということで、自主宣

言の方に入らせてもらいました。２２年の１１月に内部監査を済ませて、先ほど

も報告がありましたけれども、２月に外の審査員の方に適合証明を頂いたという

形になっています。それから、４ページ目ですけれども、これは９年間でやって

きたＩＳＯ活動で、経済的なことを書かせて頂いています。全部がＩＳＯ活動と

は思いませんけれども、でも非常にここに一定効果があったというふうに考えて

います。ＩＳＯはＰＤＣＡサイクルというのを回しなさいということになってい

るのですけれど、経済的効果がなかったら、上手く回ってない証拠だと云われて

います。ですから、うちの活動というのは一定回ったのじゃないかなあと、総括

しております。この表の見方ですけれども、一番左側は平成１２年度、基準年度

の電気・灯油・紙、これ大体１億ぐらい使っていますので、それを９倍掛けます

と、一番下ですね、９億ぐらい本来的にはいったのだろう、それに対して、経費

実績ということで、１３年から２１年度の経費実績６億８千万ぐらいを書かせて

頂いています。年度で変動しているのは、勿論減額もあるのですけれども、灯油

なんかが上っております。ですから灯油の値段がちょっと数字が入れ繰れしてい

ますけれども、６億８千万ぐらいで、審査員の経費に１千万ぐらいいるというこ

とで、一番右側の数字ですけれども、２億１千万ぐらいの経済効果が出たと。勿

論この時に沢２の閉鎖とかこういうのもありますけれども、一定そういう経済効

果があったのじゃないかと考えています。次のページですけども、これは今、地

球温暖化の実行計画のＩＳＯ活動の一環としてやらせて頂いています。世間的に

ちょっと注目されてるＬＥＤとか、低公害車について、どういう取り組みをして

るかということを少し報告をさせて頂いています。ＬＥＤにつきましては、そこ

に書かせて頂いていますけれど、２３年度、どちらかと云うと、工場の関係の方

に２２個ぐらい付けていこうかなと思っています。ＬＥＤの欠点は今まで言われ

てたのは、互換性がないこと、中々、器具自体の安全性に問題があります。それ
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から広さに弱い。一直線になる、部屋全体を見渡せる明るさがない。それが非常

にやっぱり今、かなりそれが格段に進歩しています。但し、未だやっぱり規格と

かもＪＩＳ規格になってませんので、安全性とか、品質については、勿論慎重に

していかなアカンのですけれども、２４年度で、やっぱりもっと他に付けるとこ

ろはないかということで、やっていこうかなと考えています。それから、公用車

も当然古い公用車というのは、悪いガスを出したりして、地球温暖化に対しては

やっぱり悪いということで、低公害車化していきます。ハイブリッドを中心に考

えてますけども、今、京都府の条例改正の中で電気自動車というのが盛んに言わ

れています。これは金額も含めてありますけども、この電気自動車も近い将来、

やっていかんなんのとちゃうかなと思っています。但し、このＬＥＤと電気自動

車、二酸化炭素の排出から言えば、そんなに大きな違いは出ません。実行計画で

求められるのは、我々のＣＯ２を落とすのと同時に、住民を啓発しなさいという

ことで、私は、率先活動から私達がこういうことをやることによって、住民の方

が、ＬＥＤとか、そういうことを取り組まれる、そういうことになるのかなと思

っております。それから太陽光発電は、平成２７年、奥山リユースセンターの方

で考えております。一応、一般家庭で３．５キロワットが付いていると試算して、

その６倍ぐらい、２１キロワットぐらいのものを付けたらどうかなと考えている

のですけど、そこで１年間に出る二酸化炭素の効果というのは、約８トンぐらい、

８トンというのはイメージ中々できないのですけども、今、奥山リユースセンタ

ーの中で蛍光灯が今２００本以上、それから水銀灯５０本ぐらいでもってやって

いるのですけれど、８時間ぐらいフル稼働して、２４０日、１年間に出たＣＯ２

の約３分の１ぐらい賄えるのじゃないかというふうに考えています。これは、試

算ですけれども。それから、発電設備に関しましては、平成３０年度に新折居清

掃工場で、発電設備を考えていこうと思っています。これも、試算の試算になり

ますけれども、クリーン２１の量的なものから見たら２，４００トンぐらいＣＯ

２効果があるんじゃないかと、これは本当に未だ試算の試算ですけれども、考え

ています。６ページを見て頂きたいのですけれども、これが１１月に行いました

内部監査です。これは皆、内部監査員のそれぞれのサイトです。やはり出来るだ

け専門的な知識をもってやろうということで、それぞれのサイトですね、監査す

ると。で、組織が成熟していない時は、やっぱり内部監査員の中で結構、いろい

ろと大きな声を出したりとかあったのですけど、大分皆、要求事項というのを分

かってきましたので、監査をするために監査をするのだと、指摘するのも監査の

ために、良くするためにするのだよということが大分、浸透してきました。不適

合はございませんでした。で、６項目、要望事項というのですか、あります。Ｅ

ＭＳ事務局の要望事項ですが、２４年度にエコ事業所が新しく入りますので、出

来るだけそこにも対応できるように分かり易いような資料とか、きちっと分かり
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易くしなさいよというのが、要望事項として出ています。それからごみ中継場は、

マネージメントシステムの進捗管理表というのがあるのですよ、目的を達成する

ために、プログラムを作るのですけど、そのプログラムに一工夫をしたらどうで

すか、前年度比較とかそういうのがちょっと分かり難いので、もう少しプログラ

ムに工夫をされたらどうですかという要望事項です。それからクリーンピア沢に

つきましては、環境側面とか、影響リストアップ、毎年見直しをするのですけど

も、その内部資料として良い資料を作って頂いているのですけども、削減する項

目の欄はあるけど、増加する項目の欄がないので、それも付けたらどうですかと

いう要望です。それから後、工作室内にちょっと古い資料が貼られています。Ｉ

ＳＯは必ず、新しいものにしていきなさい、一番最新のものにしていきなさいと

いうのが、要求事項ですので、これは直ぐに直しなさいということでした。それ

から後、マニュアルですけども、緊急事態マニュアルというのは、本庁の方にも

出てきます。ただ、二つに関しましては、ＩＳＯでも緊急事態をもっているので

すけども、ＩＳＯとか安全衛生とか、そういった緊急事態に齟齬がないようにと

いうことで、それを調整しなさいという指摘です。ただ、ＩＳＯの緊急事態とい

うのは、人命救助ではございません。ここで環境負荷を出した時に、負荷部分に

対して、それぞれ組織の中で緊急事態として対応する。ですから防火訓練あれは

ＩＳＯ活動の緊急事態とは言いません。但し、同じような形でやりますので、上

手く齟齬のないような形でやられたらどうですかという、大変高度な指摘だった

のですけども、そういうことに関しまして、又、この分については調整をしてい

きたいなと思っています。次のページをめくって頂きましたら８ページに、これ

をベースにしまして、２月の１５日と１６日にかけて、そこに書いております青

江審査員と、吉田審査員に私達の仕組みというのが適合しているか、どうかとい

うのを見て頂きました。審査員というのは専門の資格をもっておられる方です。

私達がやっていることが、独りよがりにならずに、如何に客観的に適合証明して

頂ける、これが一つのポイントになってくると思います。で、今回、審査を受け

まして、結構良かったなと思っています。この中で評価を頂いたのは、さっき云

いました４千項目ぐらいの環境側面作ったのですけれど、ようやらはりましたな

というのを基本的に評価頂きました。大変でしたやろと、やっぱり普通の事務じ

ゃなくって、し尿部門を持っていますから、この分についてはご評価を頂いて、

ちょっとホットしたのです。それから、そういう側面とか、いろいろ私達の環境

影響に与える項目から、私達が組織課題として、目的・目標を作ったそれ以外に、

日常的に運用管理をしていく、これについても非常に細かくやられていますよと

ご評価を頂きました。それからＥＭＳ活動については、きめ細かくやられている。

一番最初にトップインタビュウという、トップの方から話をされてからするので

すけど、トップの云われていることが、上手く浸透していけるというご評価を頂
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きました。それで、最終的には適合性は当然ＩＳＯ活動が、本当に言われている

ＩＳＯ１４００１の活動と上手くリンクしてるかどうか、これが適合性です。そ

れともう一つは有効性。この有効性というのは、出来るだけ、やっぱり絵に描い

た餅ではなく、自分達で使えるものに出来るか、どうか、これがポイントなので

すけども、この有効性についても十分機能していますということで、ご判断を頂

きました。但し、私の方から審査員の方に、出来るだけその中でもアドバイスを

沢山出してくださいということをお願いしました。それが７ページのアドバイス

です。私は、自主宣言の成功というのは、このアドバイスですね、これを組織の

中に活かしていく、これが大きな重要事項じゃないかと思っていますけども、こ

うしてですね、５項目頂きました。ちょっと、ご説明させて頂きますけれども、

１番の内部監査チェックリストというのは、内部監査をする時に、何もなしにチ

ェックしますと、やっぱりいろいろもめたりしますので、事前に此処と此処を見

ようということで、チェックリストを作ります。結構細かく作っていると思うの

ですけど、もっとやっぱり現場、例えばクリーンピア沢ならクリーンピア沢独自

のチェックリスト、そういうものをもう少し深めて考えたらどうですかという宿

題を頂きました。これは内部監査員自身で作られたらどうですかという指摘だっ

たのですけれど、なかなか、これは暫くはいかないと思いますので、事務局がそ

の辺は検討していかなアカン課題かなと思っとります。それから、２番目の著し

い環境側面から目的・目標を作るのですけど、出来るだけ数値化で表しなさい。

これ、基本には数値でしないとごまかすというのがあるのですよ。但し、単に数

字を置くのは駄目だと。やっぱりそれは上手く有効にいかなければならない。も

っともっと数値化したらどうやということで、勿論私のプログラムも、もっとも

っと数値化が出来るように検討したいと思ってます。一例を云いますと、温暖化

の実行計画、きっちりやっていきましょういうプログラムを持っていまして、で

もそれやったら、きっちりやってても、やれてなくても、どう評価するのやと言

われましたので、２５年に今３５，０００ｔ－ＣＯ２を目標にしてますけど、限

りなく３５，０００ｔ－ＣＯ２に近づける数値化をして、出来るだけ、やっぱり

結果が表れるような、目的・目標が結果が見えていくような、そういう指摘に合

わせた目標を作り、指摘を真摯に受け止めたいと思っております。それから力量

評価というのは、これは著しい環境側面をお持ちの職場。ここで言いますと、ク

リーンピア沢とかごみ中継場です。この方について、やっぱり本当に資格とか持

っておられるのはペーパーではないですねと。力量を評価しなさい。これ結構、

なかなかストレートに言うと、もめるのですよ。何でＩＳＯからそんなこと言わ

れなアカンねんということで、有資格者リストを一つの力量評価にしていたので

すけど、もう一歩進んで、力量評価を１年間に例えば、大型免許を持ったはると

こやったら、１年間にエコドライブマスターの研修をするとか、そういうことで
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力量評価をされたらどうですかということを言われましたので、これも一歩踏み

込んだ形でやっていこうかなと思っています。それから４番は、外からの利害関

係者から、いろんな苦情とか要望とかがあります。これは目的・目標に使ったり

する宝庫です。これをもう少し、ちょっとＩＳＯ活動の中で、なかなか有効に使

えてない分がありましたので、もう少し有効にしたらどうですかという指摘です。

最後は、運用管理一覧表ということで、先ほどの著しい環境側面から効率的目標

とか、要領書に向けて、非常にきちっとやれている。但し、どの著しい環境側面

が、どの要領書に繋がっているか、技術的なことなのですけども、それがちょっ

と分かり難いということで、その辺につきまして、今後対応していくということ

で、５つのアドバイスを頂きました。一番最後になりますけれども、９ページ、

こういう形で適合証明書を頂きました。確かに、審査員の方が、こういう外の審

査員を選んでいって、今後どういう形にしていくのが一番良いのか分かりません

けれども、審査員自身もここでハンコを押すというのは、非常にプレッシャーが

あります。それから審査員はＩＳＯの活動に対して再現性、大体同じ人がやって

も、同じとこのポイントは見られるやろという教育を受けています。ですから今

の２名が将来的に良いのか、どうかも含めて検討していきながら、この自主宣言

を成功させていって、専任から言われているのですけれども、他所の模範になる

ような、もの凄くプレッシャーを掛けられていますけれど、でも取り敢えずやり

出したら他所の模範になるような、そうしていきたいなということで、先ずは、

成功したのではないかというふうに考えております。ありがとうございます。 

 

○原田周一委員長 ありがとうございます。以上で報告が終わりました。それでは、

質問等あればお聞きしたいと思います。 河上委員 

 

○河上悦章委員 ありがとうございます。ご努力頂きまして。いわゆる、維持審査

と更新審査ですね、１年ごと、３年ごとと、おっしゃっていましたけれども、そ

のあたりはこれからは内部でされることになりましたので、その経済効果という

のですかね、その辺りをちょっとお聞きしたいのと、それから、言葉尻のことだ

けなのですけれでも２０１０年の１１月に内部監査という表現、２０１１年の２

月に外部審査という表現ですね、監査と審査、この辺ちょっと言葉の違いですね、

大体分かるのですけれども、ちょっと説明頂けますか。 

 

○原田周一委員長 芦原広報情報課参与 

 

○芦原 昇広報情報課参与 更新審査、維持審査は組織の人数にもよります。それ

から、どれだけ環境負荷を持っているか、そういうことも要因でして、城南衛管
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の場合維持審査で大体６０万円、更新審査で１００万円。ですから３年間で２２

０万円。これが、１年で４万円になります。外部審査員については２万円づつ、

ただ審査機関ではありませんので、認証という言葉は戴けません。適合ですから、

名刺のマークを取ります。私達が認証という言葉を使うと、これは問題になりま

す。適合ですから、独りよがりになるかも分かりませんけれども自分達で、出来

るだけ客観性を持って、これが一つです。それから、監査と審査というのは、同

じ意味なのですけれども、ただし、使われているのは、外からの第３者の監査分

を審査といって、内部でやる１者監査については監査という使い分けをされてい

る。ですから要求事項にもこういう使い方をされていますので、そのまま、監査

と審査という、文言を使わさせて頂いています 

 

○原田周一委員長 他に、藤田委員 

 

○藤田 稔委員 非常に努力をしてもらったことを高く評価したいのですが、その

中で、特に目標数値を設定されたことが、こういう適合する基準に皆さんが努力

頂いたのじゃないかなと思うのですが、その中で、ここまでやって頂いた中で、

当然、先にも説明頂いたのですけども、職員さんの中には、かなり窮屈な面とか、

いろんな問題もあったと思うのです。それをクリアーして、この宣言になったと

思うのですが、その中で、いろんなトラブルですね、こんなのがありましたんや

という苦労話をちょっと聞かせてもらえたら、今後、どこかで参考にもなるのじ

ゃないかなと、このように思いますので一つ。 

 

○原田周一委員長 芦原広報情報課参与 

 

○芦原広報情報課参与 私は、２代目の管理責任者なのです。初代の方は結構厳し

い人でした。これに対して実直にやっていくということ。それとやっぱり日程的

なこと、非常にもめました。日程設定でよく、もめてましたので、過去のケース

を参考にしながら、日程だけは早くということで、そんなん忘れるやろ、という

ぐらい早く連絡をしました。それから、やはり当初は要求事項というのが分かり

ませんでしたから、やり出して中々成立しなかったので、お前この仕事分かって

るやろと、お前、今までここの仕事してたのと違うのかと、そういう揉め事はあ

りました。今でもありますけれども、私が専門家ですので、これは要求事項で、

こうやということで、調整をさせて頂いてます。当初はやっぱりその仕事を受け

て、偶々例えば、うちの課長が僕の前に仕事をしたはって、今度、きつく云われ

たら、あんた前してたやろと、そういうトラブル、これはあるのです。それから

やはり人間というのは、やっぱりいろんな面でエネルギーを一杯使いたいです。
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そんな中でやっていく色々のストレス。僕はこのＥＭＳ活動は環境負荷と、これ

からやっぱり絶対していかんなん地球のためにとか、そのためと、それからみん

なの要求それを上手く調和して、上手くやっていく、僕こういうキャラですから、

あまり厳しいことを云わずに、でも、ちゃんとやっていこうと。それからもう一

つは、やっぱりダメダメじゃなくて、良いものをドンと入るように、これは専任

から支持を頂いたのですけれども、大体、世の中の流れそうなっていますけれど

も、良いこと、こんなん一杯あるやんけと、内部監査でも褒めることも先ず大事

やということで、マニュアルの中にも入れました。こういことはお互い褒めよと

いうことで、マニュアルを通してやっています。ですから、日程のことと、でき

るだけ仕事のこと、やっぱり言われてやりたくない、人間て、絶対あります。や

っぱり業務の関係で非常に揉めたのと、それから先ほど言いましたけれども、著

しい側面４千項目、清水総務課長なんか当時、いろんなところに行って、いろん

なことを調査しゃはって、そんなのを含めて調査したやつが、なかなかシステム

の中に受け入れてもらえなく、そんな苦労はよくありました。最初の５年ぐらい

は、監査しても、そりゃ、やっぱりかなり大きな声が出たりしていましたけども、

今は、内部監査て、監査員自体分かってきました。それから内部監査員に対して、

スキルアップ研修というのをやりますが、年に１回内部監査員に対してレベルア

ップをする研修をしました。その時に要求事項というのがありまして、ＩＳＯの

法律、それをうるさいほどやるのですよ、それが上手く、とらまえられるように

やってもらっていますので、大分、ましになってきたのかなと、後は僕のキャラ

の問題です。あいつやったら、やったろかと、それも大事だと思うのですね、そ

ういう部分もあるやろと。それとやっぱり専任の方からそのことについて、ちゃ

んと任せてやらせて頂いていますので、安心してやらせてもらったというのもあ

りますし、確かに、途中途中で先ほども言いましたけども、かなり指示を受けて

いろんな圧力ありましたけれども、今から考えてみたら、それが全部やっぱりお

褒めの言葉やったと、良かったんかなということで、僕も今、再任用ですけれど、

将来的には、自分が代わってもできる仕組みというのを、やっていかんなんなと

思っています。 

 

○原田周一委員長 吉村専任副管理者 

 

○吉村 弘専任副管理者 当初の苦労話といいますか、私が平成１１年に参ってお

りますけれども、昨年７月の２０日、自主宣言のセレモニーを致しましたですけ

れども、その時にも申しあげたのですけれども、ここへ来まして一番ビックリし

たことは、昼休み電気付けっ放しなのです、私、府庁に長くおりましたけれども、

その当時はＣＯＰ３だとか、地球環境だとか、そんなのが連日新聞に出ている訳
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ですね、しかしここの職員さんというのは、全く別世界、社会性が無いと言いま

すか、そんなんで、どないなってんにゃと、ですから意識を変えるということか

らスタートした訳です。これは大変苦労ですね、意識、感覚を変えて頂くという

こと、社会性を持って頂くということが、最も大事なことで、福利厚生もそうで

すし、給与制度もそうなんですけどね、やはり私、ここは３市３町ですから、市

民・町民がおられますから、総称して住民感覚というふうに言うておりますけれ

ども、それを持とうじゃないかと、環境も含めて全部、住民感覚でやっていくと

いう意識が大事かなと思っておりまして、当初の苦労ですけれども、ちょっと申

し上げた次第でございます。 

 

○原田周一委員長 他に、田辺委員 

 

○田辺勇気委員 非常に取り組まれた努力というのはよく伝わったと思います。た

だですねやっぱり、先ほどもおっしゃっていましたけれども、やはり模範となる

ような事業所としてということであったので、今後、管内の住民さんにそういっ

た活動をどれだけ広めて、住民さんというよりも、事業所になるのですかね、ど

れだけ広めていけるとかですね。又、そういう活動を管内の住民の方に知っても

らえるかということも大変重要になってくるのじゃないかなと、そういう意味で

は、城南衛管がそこで環境意識を高める機能を果たすことができるのじゃないか

なと思うのですけれども、その辺の住民さんとか、事業所さんに対する広報とか、

啓発というのは、今後どのように、これだけのことを取り組まれた訳ですから、

やっぱりこのままでは勿体ないと思うので、どういったことで広めていかれるの

か、考えだけ聞かせてください。 

 

○原田周一委員長 芦原広報情報課参与 

 

○芦原広報情報課参与 当然組織として、完全に軌道に乗るまで少し時間が掛かる

と思うのですけれども、完全に軌道に乗った時には、やはりエコネット城南の中

で、そのことについては、一つは啓発をしていきたい。それから後、個人的です

けれども、城南衛管の職員として、今、市の内部監査員の研修を仰せつかって、

やらせて頂いています。それから宇治田原町の方でも今度、茶業組合の総会をや

られるのですけれども、その時にマネージメントシステムについて勉強をしたい

ということで、いろいろ啓発をしていくと。そういう活動を地味ですけれども、

城南衛管の一員として頑張っていきます。基本的には先ず、啓発をしていく。で

すから広報のエコネット城南の中でやっぱり自分達がやってきた活動、それとも

う一つは、環境ＩＳＯ活動の現況というのを８月に出します。その中で私達がや
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ってきたＩＳＯ活動の現況というのを全て、出させて頂いて対応をしていくこと

を考えています。田辺委員がおっしゃるように、できるだけ完全に模範となる姿、

どこでどう判断するのかというのは難しいですけれども、それともう一つは、京

都府の条例の中で特定事業者、私達のように二酸化炭素を沢山出す所、それから

エネルギーを沢山出す所、こういうマネージメントシステムが義務化される、で

すからどこまでやられるかは分かりませんけれども、その時に、やっぱり城南衛

管のやっている活動をベースにして、そこで登録をして、次の人に教えていく、

そういうことも出来たらやっていきたいというのは感じています。 

 

○原田周一委員長 他に、高橋議長 

 

○高橋尚男議長 えらいスンません。あんまり議長が言うたらあかんのですけれど

も、芦原参与、ご苦労さんでございました。エライ、力説して頂いて、正に６つ

のポイントを得るということで、１番はトップダウンで、吉村専任副管理者が、 

“やれ”ということがあった訳ですから、そうして内部監査、そうしてやっぱり

コンプライアンスを大事にしなくちゃならないということで、専門家をというこ

とで、ご苦労だったと思うのですけれども、２点聞きたいのですけれども、民間

委託をかなり強行して、ここまで実施してこられました。その民間委託された所

との間に、この環境ＩＳＯの実施について、どのように協議されたか、若しくは

向こうでの接点ですよね、そういうことも教えなイカンということもあろうかと

思うのですけれども、その辺のことが一つと。それからもう一つなのですが、今、

宇治市の方で予算特別委員会というのがございまして、市民環境部の方でも言っ

ていたのですが、数値なんですよね、やはりこの数値というのは、地球温暖化ガ

ス削減ということで、ＣＯ２の削減、これを 見える化 という言葉に代える、京

都市でやっているのですけれども、見える化、化学の化、見える化 という言葉を

使って、何でも見える化、見えたら直ぐ二酸化炭素なんですよ。見えないから今

言うたはった、年間何トン削減、じゃこれ、この文書の中にも、ここにあるので

すどね、例えば車の導入、ハイブリッド車４台を導入したとしますね、年間ハイ

ブリッド車を４台購入して、それを普段の自動車で回ったら、どんだけ二酸化炭

素の排出があると、ところが、ハイブリッドに変えたら何ぼだと、電気に変えた

らゼロだと、そういうことの計算を見える化にして、削減をしっかり出していく。

これが大事だと思うのです。その辺について、２点、お聞きします。 

 

○原田周一委員長 芦原広報情報課参与 

 

○芦原広報情報課参与 委託に関しましては、この活動をしてきた間は、クリーン
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ピア沢の委託だけなのですけれども、勿論、委託の法律の関係もありますし、ど

こまで入り込むかというのは、難しいところがあるのですけれども、委託の職員

も私たちの適用範囲の中に入れております。委託の中でも代表者ですね、日常的

には年に何回か研修をさせて頂くと、そういうことで、２ヶ月に１回ぐらいやっ

ていることを必ずコミュニケーションをして、他の委託職員に降ろして頂く、そ

ういう中で検討していきたい。今後は更に委託が増えますので、対応の仕方とい

うのはそれぞれ違ってくると思いますけど、基本的には私達がやっているこのＩ

ＳＯ活動については、協力を頂けると思っています。適用範囲の中で協力をして

もらうということで、クリーンピア沢の関係におきましては、委託の代表者とＩ

ＳＯの関係については、コミュニケーションを図り上手くいっていると、総括し

ています。それから、先生おっしゃった見える化ですけども例えば、車は非常に

難しいです。車の場合、二酸化炭素を出す要素としては２箇所ありまして、例え

ばガソリンを使う、軽油を使う、この分と、外に出す一酸化二窒素、メタン、こ

れは燃費の関係もあります、燃費の関係で今、かなり新しい燃費表に改正してい

って、新しい車には燃費をきちんと義務付けようという流れ、これは一つの先生

おっしゃる見える化だと思うのですけども、今の段階でこの車がどれだけ燃費が

あるかというのは中々難しい、これが一つ。もう一つは、出す時に未だハイブリ

ッドが一酸化二窒素をこれだけ出しますとか、メタンやったらこれだけ出します

という数値が無いのですよ、昔のやつは全部あるのですよ、何年度の軽は一酸化

二窒素は０．幾らとか計算式があるのですが、その数値が無いので、勿論、ハイ

ブリッド自分達でやったはる会社のやつはありますけれど、全体的な数値が無い、

ですからその辺につきましては、出来るだけ数値が表れてきましたら、それを見

える化していく、そのことが仕組みの有効性だと考えていますので、今おっしゃ

ったことは、真摯に受け止めまして、今後やっていきたいと思っています。 

 

○原田周一委員長 他に、高橋議長 

 

○高橋尚男議長 そういうことでね、そういう動きが出てきていることだけ、知っ

といて頂いて、ＣＯ２の削減がどれだけの年間を通して、それのトータルがどれ

だけで、だから、経済効果は直ぐにここに分かりますけれども、しかしそういう

ものが中々見えてこないから、逆に言うと、このエンジン二酸化炭素リッター当

たりなんぼでと一緒で、見えないものを数値目標に出してくるのだから、今のハ

イブリッド車の話でも数値的には出せないことはないと思うのですよ、会社のや

つはちゃんと持ってるからね、それを参考にしてやられたらいいかなと、そうい

ったことも勉強して頂きたいと思いますし、参与は、充分、此処におられなくて

も、仕事出来ますね。  以上です。 
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○原田周一委員長 他に、ご質問は。大西委員 

 

○大西吉文委員 確かに先ほどからおっしゃっている、今、出すことだけの削減。

ＣＯ２に対して酸素を放出させる。それ、緑の再生ということでやられています

ね。私どもの第１の方の埋立地がありましたですね、燃えないごみのというので

すかね、あそこを今、植栽なんかして酸素を出すように努力をなさっている訳で

すけれども、今後もやはりそういう努力をして、酸素を生み出しているぞという

こと自体も、ＩＳＯの中では必要じゃないかと思うのですけれども、例えば埋め

戻しをした中で、きちっとしたそういう緑を再生したらどれ位の酸素量を引き出

せるのか、こちらが出している炭酸ガスを相殺すれば、どれだけの効果がありま

すよということがありますね、この酸素の計算式というのは今、科学的な酸素１

トン当たりなんぼという数値がありますけれども、あれで割り出すというのは、

数値として、だからそういうことも、今般、出すことを制御するということも大

切ですけれども、逆に酸素を生み出す努力、これも大切なことだと思うのです。

その辺のことをちょっと、お聞きをしたい。 

 

○原田周一委員長 芦原広報情報課参与 

 

○芦原広報情報課参与 そのとおりだと思いますし、基本的には出来るだけ植樹を

しながら、今、おっしゃっているように酸素を吸収していくような仕組みにして

いきたい、ただね、私の場合公務員ですので、実行計画ですね、今、おっしゃっ

るように、よく聞くのですよ、その酸素で吸収で差引するのがないか、それは中々

数値的にない、さっきのハイブリッドと一緒ですけれど、その辺につきましては、

さっきのハイブリッド以外で、今のことを含めて、やっぱり法律だけじゃなく、

その向こう、更にやっていくというのが有効性だと思いますので、その辺につい

ても出来るだけ検討していく、今もやってないことは無いのですけれど、数値と

して見える化というのが、どうしても国の実行計画の中のところで、ありません

ということで、今は出せてないという部分がありますので、出来るだけその辺に

ついては、積極的にやっていきたいなと思っています。それからグリーンカーテ

ンなんかもやっていますし、出来るだけ吸収して、落とすようなこともいろいろ

と検討していく、又、城陽の方でもパートナーシップにも行っていますし、いろ

いろと情報も入りますし、又、そこでも勉強しながらもっともっと取り入れるこ

とについては、取り入れていきたいなと、ですから今、お聞きした中でやっぱり

一つの課題というのは、見える化だなと思いましたので、出来るだけ広くよく見

える化も含めて検討していきたいなと思っております。 
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○原田周一委員長 大西委員 

 

○大西吉文委員 そういうことで、出来るだけ酸素を生み出しているということも、

あれ案外簡単なのですよ、計算するのは、だからｍ２にどれだけの木があってと

いうことでやれば直ぐに出ますので、今これだけの酸素を作っていますよと、こ

んな形とでやって頂ければありがたいなと思います。 

 

○原田周一委員長 他に、西川委員 

 

○西川博司委員 この中で、いろいろと報告の中にもあると思いますし、この間、

城南衛管が取組んでこられた剪定枝のリサイクルとか、衣服のリサイクル、そう

いったことも評価をされていると思うのですけれども、改めてどういう形で、こ

の間、されてきたかをお尋ねします。 

 

○原田周一委員長 浅田施設部長 

 

○浅田清晴施設部長 剪定枝の関係から言いますと、以前、１３年度からこの取り

組みをやっている訳なのですが、以前は可燃ごみとして燃やしていた訳ですね。

その点から考えますと、そういったものをリサイクルと云いますか、利用できる

形にして、なお且つ、堆肥とかに使っている、土壌改良なんかにも使っていると、

有効性は理解して頂けると思うのですが、そういったことで、以前は燃やしてい

たという観点からいきますと、ＣＯ２の関係、環境負荷の関係にもかなり貢献し

ているのじゃないかなと思います。それから、衣服の関係なんかも、これも可燃

ごみとか、不燃ごみとか市町によって異なるところがありますけれども、埋め立

てたり、燃やしたりしていましたから、やはり、いろんな方面で環境に負荷を与

えていたということもございますので、これをリサイクルと云いますか、再使用

という形で、又、もう一度世の中に出しているという、これも有効性があると思

われますので、そういった方面で、環境負荷という点では、これもかなり貢献し

ている分野じゃないかなと思います。 

 

○原田周一委員長 西川委員 

 

○西川博司委員 そういう意味からして評価されていると思いますし、私も高く評

価しているのですが、これ数値的になると中々難しいと思いますので、こういう

地球温暖化防止とか、そういうことの前に、ごみのリサイクルですね、そういう
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形で取り組んでこられた結果だと思いますので、今後とも進めて頂きたいと思い

ます。 

 

○原田周一委員長 他に、岡田委員 

 

○岡田久雄委員 ２ページのところに次世代を担う子供たちに向けて、「環境方針

子ども版」を作成し、「エコネット城南子ども特集号」を配布してると書いて頂い

ているのですけれども、城南衛管に入っている管内の小学校か中学校、全部を対

象にされているのか、それと、環境まつりなんかなされていますね、このＩＳＯ

のことについて、私、今年初めてなのでよく分からないのですけれども、環境ま

つりなんかでも、外部の方に啓発をされているのか、そこら辺の住民の方の関心

というか、そこら辺のことをちょっとお聞かせ頂きたいのですけれども。 

 

○原田周一委員長 芦原広報情報課参与 

 

○芦原広報情報課参与 子ども特集号については、年１回夏休みを中心に、いろん

な環境情報を提供する管内の小学校です。勿論うちの方に見学に来てくれる体制

もありますので、案内をしている訳ですけれども、それから、ＩＳＯに関しまし

ては、環境まつりでブースを出しています。正直云いまして、あまり住民の関心

は高くないです、残念ながら。いろいろＩＳＯのことを書いたり、温暖化のこと

を書くのですけれども、中々関心は低いです。その辺についてどう関心を持って

頂くというのはこれからの一つの課題だと思います。毎年そんなに多くの質問も

ありませんし、まだまだマニュアックと思われるのか、その辺について、啓発が

必要だと、ただ、ブースとか持ちまして、いろいろ啓発していますが。 

 

○原田周一委員長 他に、ご質問はございませんか。特に質問がないようですので、

次に、協議事項の閉会中継続調査の申し出についてでございます。 

 

○原田周一委員長 おはかりいたします。閉会中継続調査の申し出について、総務

常任委員会委員長名にて申し出るに、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」という者あり） 

○原田周一委員長 ご異議がないようですので、閉会中継続調査の申し出について

は、委員長名にて申し出することに決定いたしました。 

 

○原田周一委員長 次に、その他ついて、でございます。特に事務局で用意をされ

ている事項はございませんか。また、委員各位の方で何かございましたら。 
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○原田周一委員長 特にないようですので、以上をもちまして本日の議題は終了い

たしました。 

これをもって、総務常任委員会を閉会いたします。 

どうもご苦労さまでした。 

 

 

 

午前１１時０３分閉会 


